
平成３０年１２月１４日 

 

会 員 各 位 

（一社）福井県トラック協会  

 

冬期間における道路交通の安全確保の徹底について 

 

このたび、国土交通省から、大雪時の道路交通確保対策として、タイヤチェー

ン装着を義務付ける指定区間が公表され、県内では国道８号線あわら市熊坂～笹

岡間、北陸道の丸岡ＩＣ～加賀ＩＣ間、木之本ＩＣ～今庄ＩＣ間の３区間が指定

されました。（別紙参照） 

このような状況下で、当協会では、雪道対策として全会員にタイヤチェーン装

着方法のＤＶＤ配布、福井県警察本部と連携し１２月から２月の３ケ月間、ＦＢ

Ｃラジオにより道路交通情報の提供などを行っています。  

会員事業所においては、雪に対する備えを万全に整えていると思いますが、今

一度下記の雪道対策と輸送の安全確保の徹底に努めるようお願いいたします。 

 

記 

 
１ タイヤチェーンを確実に携行(大型トラックはダブルチェーン)するととも

に、協会から配布したチェーン装着方法のＤＶＤを参考にするなどして、ド

ライバーに装着方法を周知徹底してください。 

 

２ スコップなどの除雪用資材を携行してください。 

 

３ 食料、水、燃料、通信手段等の確保をしてください。 

 

４ 気象情報、運行経路の道路情報、道路規制情報を把握し、点呼等において

適切な指示を行ってください。（別紙参照「道路交通情報一覧表」） 

 

５ 運行中に気象状況が急変し、安全運行が確保できない恐れがある場合は、

運行計画の変更等の適切な措置を講じてください。 

 

６ スリップの要因となる急発進、急加速、急制動、急ハンドルを行わないよ

う、また、道路状況・気象状況に応じた安全速度の遵守、車間距離の確保に

ついて指導を徹底してください。 

 

ＦＢＣラジオによる道路交通情報（12 月－2 月の 3 ヶ月間）～福井県トラック協会提供 

・冬の道路交通情報の特設コーナー 毎週火、金曜日９:３０頃 ３分間 

・午前７:００の時報コーナー トラック協会から雪道対策の CM 

重 要 



 

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 １ ０ 日 

道 路 局  環 境 安 全 ･防 災 課 

国 道 ・ 技 術 課 

高 速 道 路 課 

大雪時の道路交通の確保に向けた取り組みについて 

（チェーン規制の検討状況） 

※ 警察庁においても、同様の広報を実施しています。 

 

＜問い合わせ先＞ 

道路局  環境安全・防災課 道路防災対策室 企画専門官 福本（内線38252） 

代表 03-5253-8111直通 03-5253-8489 FAX 03-5253-1622 

国道・技術課 道路メンテナンス企画室 課長補佐  藤田（内線37852） 

代表 03-5253-8111 直通 03-5253-8494 FAX 03-5253-1620 

高速道路課 有料道路調整室 課長補佐  高戸（内線38382） 

代表 03-5253-8111 直通 03-5253-8491 FAX 03-5253-1619 

 国土交通省では、冬期道路交通確保対策検討委員会でとりまとめられ
た、「大雪時の道路交通確保対策の提言 中間とりまとめ」に基づき、
「道路ネットワーク機能への影響を最小化」するため、除雪体制の強化
や集中除雪、大雪時の需要抑制の呼びかけ等の取り組みを進めていると
ころです。 

〇 このうち、チェーン規制については、 

・時期：大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例
の降雪時※ 

※ 平成29年度は、大雪特別警報の発令はなく、大雪に対する緊急発表は３回。 

・場所：勾配の大きい峠部でこれまでに大規模な立ち往生などが発生
した区間 

を対象として、従来であれば通行止めとなる状況においてタイヤ 
チェーン装着車のみ通行を可能とするものですが、現時点で、国土交
通省と警察において調整しているチェーン規制区間は別紙のとおり
ですのでお知らせします。 

⇒ 全国１３区間(うち 直轄国道６区間、高速道路７区間) 

○ 具体的な開始時期については、改めてお知らせいたします。 

○ また、大雪が予想される２～３日前より通行止め実施の可能性があ
る旨について事前広報を行い、不要不急の外出を控えることや広域迂
回、並びに物流車両の運行計画の見直しなどについて、地域住民や道
路利用者に周知してまいります。 
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